
 

都祁地域学校規模適正化検討協議会ニュース 第８号 

 平成 28 年７月 

奈良市教育委員会事務局教育政策課 

都祁地域学校規模適正化検討協議会（以下、「協議会」）を７月 12 日（火）

に開催し、都祁地域学校規模適正化検討協議会代表者会議（以下、「代表

者会議」）の報告、及び、２学期以降の生活についての説明を行いました。

また、都祁小学校に係る工事についての連絡と、４小合同交流学習の報告

を行いました。 
 

○代表者会議の報告 
 

６月 17 日に開催した代表者会議について、代表者会議出席者や市教委事務局から報告し、協議会委員

から意見をいただきました。 

 【報告された主な内容】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各校区の協議会開催日 

都祁校区 (第８回) ７/12 (火) 

並松校区 (第８回) ７/13 (水) 

六郷校区 (第８回) ７/14 (木) 

吐山校区 (第９回) ７/19 (火) 

１．校名・校章・校歌について 

校名・校章・校歌については、市教委事務局より原案が示されました。 

市教委原案は、 

【校名】奈良市立都祁小学校  【校歌】作詞：公募、作曲：専門家へ依頼 

です。 

 校名について、学校規模適正化実施計画（後期計画）に掲載予定のガイドラインでは、 

①統合再編する学校のうち、いずれかの学校を使用する際は、継続使用する学校の名称を統合再

編校の名称とする。 

③小学校が統合再編されることにより、当該地域が１小１中となる場合、中学校の名称を小学校

に用いる。 

としていることや、こども園も“都祁”の名称であること、また、“都祁”という名称が、この地

域全体を表す代表的な名称であることから、このような原案になったという説明がありました。 

この後、出席者から、「広く地域の人から意見を聞くべき」や「子供の思いを聞いてやってほしい」

などの意見が出され、今後、各校区の地域、保護者、学校がそれぞれで意見を取りまとめ、次回代

表者会議に持ち寄り、協議を進めていくこととなりました。 

校名が決定した後に、校歌・校章についての協議を進めていく予定です。 

２．スクールバスのルート案について 

 スクールバスのルート案については、 

 ①全部で５ルート（並松校区２ルート、吐山校区１ルート、六郷校区２ルート） 

 ②便数は、登校１便、下校２便（低学年、高学年） 

 ＊夏休みの水泳指導時等にも運行   ＊バンビーホームの送迎は対象外 

という原案が示された後、各校区に分かれて担当より停留所の説明がありました。 

 ルート案についても、各校の保護者を中心に意見を取りまとめていただき、それらを勘案した修

正案を、次回代表者会議で示される予定です。 



都祁小学校の校舎増築及び改修工事に伴い、２学期以降、都祁小学校の児童は、都祁中学校の北館で学

習活動を行うこととなります。現在、学習用具等の移動に向けた準備を進めており、７月 30 日（土）と

８月 20 日（土）には引越し作業を行います。 

また、通学路の変更に伴い、保護者の皆さまから気になる箇所についてご意見をいただきましたので、

教員による通学指導の実施、ストップシールや看板の設置、草刈りなどの対策を行ってまいります。 

 

○２学期以降の生活について 

 

 

 

 

 

 

【協議会での質疑応答（一部抜粋）】（Ｑ：協議会委員、Ａ：市教委事務局） 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇ 統合再編校の校名につきましては、PTA による校名についてのアンケート結果の報告の後、吉井会長から

提案がなされ、「都祁地域学校規模適正化検討協議会として“奈良市立都祁小学校”を案とする」ことで

了承されました。この案を、都祁小学校区の案として次回代表者会議に提出します。 

 
 

＊次回の協議会の開催日時につきましては、後日、ご連絡させていただきます。 
 

お問い合わせ先：奈良市教育委員会事務局教育政策課 ℡0742-34-5386 

 

Ｑ：校舎増築及び改修工事の工期が３月末までとなっているが、６年生の保護者としては、１週間

でも６年間過ごしてきた思い出深い校舎で生活をし、卒業式を迎える形を望んでいる。 

Ａ：以前からも、このことについてのご意向は伺っております。工事につきましては天候等にも影

響されるものでありますが、そのような形となることをめざして、再度、担当課と調整を行っ

てまいります。 

Ｑ：保育所跡の解体工事中、学校前の道路は通行止めになるのか。 

Ａ：現在のところ、通行止めにする予定はありません。工事の関係で通行止めにする必要が出てき

た場合は、地元の方々と調整させていただきます。 

Ｑ：６月に行われた中学校北館での生活に関する説明会時に、「仮設トイレの基数が少ないのではな

いか」や「多目的トイレを設置してほしい」、「校舎から仮設トイレまでの屋根を設置してほし

い」といった意見が出ていたが、これらについてはどうなるのか。 

Ａ：まず、トイレの基数についてですが、メーカーが作成している基準によると、十分な数を設置

することとなりますので、前回お示しさせていただいた基数での対応をお願いします。次に、

多目的トイレの設置ですが、仮設トイレ全体の大きさは変わりませんが、内部にあるトイレの

間仕切りの設置を工夫して、スペースが広い個室を用意する方向で、業者との調整を進めてい

ます。また、屋根についても現在、調整中です。 

Ｑ：中学校北館１階の教室の出入り口はどこになるのか。 

Ａ：このことについては、学校で検討を進めています。当初、南側を出入り口とする案を計画して

いましたが、現在は西側の出入り口を使用する案を検討中です。 


